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令和８年度

０８－Ｇ２０６－Ｙ１

自家用電気工作物保安管理業務委託

特　記　仕　様　書



第１条　目的

第２条　業務場所

　　１）国道１０５号　七日市ロードヒーティング　秋田県北秋田市七日市字館ヶ下 地内

　　２）国道２８５号　板戸ロードヒーティング　秋田県大館市比内町八木橋字板戸 地内

第３条　業務期間

　　令和　８年　４月　１日　～　令和　９年　３月３１日

第４条　業務(保安管理)内容

電気事業法第１０７条第３項に規定する立入検査の立会いを行うこと。

定期的に行う点検頻度、点検項目は次のとおりとする。
　　　　・月次点検：需要設備１か月１回
　　　　・年次点検：１年１回
　　　　・臨時点検：必要の都度
　　　　・点検項目

臨時点検
月次点検 年次点検

１回／１か月 １回／１年

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 継電器の動作試験 ○

 継電器の動作特性試験 ○

 開閉器と継電器の連動試験 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 継電器の動作試験 ○

 継電器の動作特性試験 ○

 遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○
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　　本業務は、国道１０５号（北秋田市七日市字館ヶ下)に設置されている自家用電気工作物　（七日市
ロードヒーティング）及び国道２８５号（大館市比内町八木橋字板戸）に設置されている自家用電気工作物
（板戸ロードヒーティング）について、定期的な点検、測定及び試験を行い、電気事故発生の防止を図ると
ともに、事故発生時等の対応を目的とする。

対象とする自家用電気工作物の維持および運用について、日常巡視等の結果を問診により確認のう
え、保安規程に定める定期的な巡視、点検および測定・試験（その細目は受託者が別に定める「点検
指針」による）を行い、経済産業省令で定める技術基準に適合しない場合又は適合しないおそれがあ
る場合は、とるべき措置について指示又は助言すること。

電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある連絡を受けた場合におい
て、現状を確認し、送電停止等必要な応急措置を指示するとともに、事故原因の究明に協力し、再発
させないためのとるべき措置を指示又は助言し、必要に応じて臨時点検を行い、電気事業法第１０６条
の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成および手続きの指示を行うこと。

設　　　備 点　検　項　目
必要の都度

 区分開閉器

 引込線、支持物、
 ケーブル等

 断路器

 電力用ヒューズ

 遮断器、負荷開閉器
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臨時点検
月次点検 年次点検

１回／１か月 １回／１年

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 絶縁油の酸価度試験 ○

 絶縁油の絶縁破壊電圧試験 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 電圧、電流の測定 ○

 絶縁抵抗測定 ○

 計器校正試験 ○

 シーケンス試験

 装置の点検 ○ ○

 許容誤差試験 ○

 外観点検 ○ ○

 接地抵抗測定 ○

 漏えい電流測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 絶縁抵抗測定 ○

第５条　自家用電気工作物の概要

　　１）国道１０５号　七日市ロードヒーティング
　　需要設備
　　　受電電圧：６，６００Ｖ
　　　設備容量：１，５００kVA
　　　最大電力：　　７００kW
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 電線路

 受電室建物、キュービク
 ル式受･変電設備の金
 属製外箱等

 絶縁抵抗測定 ○

 外観点検 ○ ○

 機器

 配線、制御配線

 開閉器

 遮断器

設　　　備 点　検　項　目
必要の都度
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 変圧器

 コンデンサ、
 リアクトル

 計器用変成器、
 零相変流器

 避雷器

 母線等

 その他の高圧機器

 配電盤、制御配線

 低圧絶縁監視装置等

接
地
工
事

 接地線、保護管等
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　　２）国道２８５号　板戸ロードヒーティング
　　需要設備
　　　受電電圧：６，６００Ｖ
　　　設備容量：　　６００kVA
　　　最大電力：　　５４１kW

第６条　業務を実施する者の資格

電気事業法施行規則第５２条の２に定める要件に該当すること。

第７条　その他

設計図書及び特記仕様書に無い事項については、協議により決定する。

4


